
みんなが主役の熊A市を目指して

平成23年4月 1日 施行

『雛震参繭』8『鼈働理とは…     `

『市民参画』とは、市民の皆さんが市政やまちづくりに関心をもち、積極的に意見や提案を行うことです。

『協働』とは、異なる主体 (団体)が、同じ目的に向かって、対等な立場で、お互いの特性を生かし、協力し

て取 り組むことをいいます。

熊本市で 1ま、平成宏■年4月 に「熊本市自治基本条lJllJを施行 し、熊本市の市政・まちづくりを「情報共有・

参画・協働」により取 り組んでい<こ とを明確にしました。

市民参画と協働の推進条lalは、その熊本市自治基本条伊1に基づき、参画・協働の取 り組みについて、より

具体的なルールを定めたものです。

この条491に より、市民の皆さんが市政やまちづくりに携わる新たな仕組みができるとともに、今まであっ

た仕組みも、さらに活用しやす<なるように見直されます。

※この条例は、市民の皆さんで構成された「熊本市自治推進委員会」から提出された答申書や、多くの市民の皆さん

からいただいたご意見をふまえて策定し、施行に至りました。

熊本市



この条例は、市民の皆さんが市政。まちづ<リヘ参画する機会

を拡充し、市民活動団体 (地域団体。ボランテイア・NPO団体)

等と行政との協働の取り組みを推進するためのものです。

また、市民の皆さんによる公益的な活動 (コ ミュニテイ活

動)を、市民と行IEPが互いに協力して支援する仕組みについ

ても盛り込みました。

この条例を活用することで、市民の皆さんが主役の市政や

まちづ<りに取り組んでいきます。

ご為 瞥ゝ ‐

1総則

この条例の目的や、用語の定義などを定めています。 熊本市キャラクター
ひごまる

第 1条 【目  的】……。この条例に定める内容、目指すもの

第 2条 【定  義】
¨̈ 「̈参画」「協働」「パブリックコメント」などの用語の説明

第3条 【情報共有】……。参画・協働の前提である1青報共有

)市民参画 私の意見が賞晏本市の未来を変えてい<!

市民参画の基本的事項や、特に重要な市民参画の方法を定めています。

第4条 【市民参画の拡充推進】

第 5条 【市民参画の対象】……………・市民参画を実施すべき事項 (総合計画、基本計画の策定・変更や、

市民に重大な影響を及ぼす条例の制定、改廃など)。

第 6条 【市民参画のための手法】・・…・参画の機会を設けるための手法 (パブリックコメント、審議会等、

説明会など)。 より効果的な手法を調査・研究すること。

【市 民 参 画 の実 施 】・・…… … … …参画の機会を設けるときは、複数の手法を組み合わせるなど工夫

【公表】

【パブリックコメントの対象】

【パブリックコメントの実施】

【審議会等】

して実施すること。

市民参画の事例

地域説明会の様子

鬱

＞

＞

ト 第 7条

第 8条

第 9条

第10条

第11条



協働 私たちの力が熊本市を魅力的にする !

協働における市民口行政の役割など、協働の基本的事項を定めています。

第12条 【協働の取り組みの拡充推進】

第13条 【協働における市民の役割】

第14条 【協働における市長等の役割】

第15条 【協働のための提案】
¨̈ 市̈と市民活動団体が協働 して課題

解決を図るため、互いに協働の提案

を行う仕組みを整える。

青1111:|1婆料|■
行政の役割

市民の自主性、自立性を尊重し、協働が

円滑に進めための環境づ<り に努めます

,'ぼ
ぶS蒻磯響`

警ヽ lt・

コミュニティ活動の活発化に向けて

市民と行政が相互に支援していくための

基本的事項を定めています。

第19条 【活動資金等の支援】………・

第20条 【施策の総合的な実施】

第21条 【合意形成】

:浄 コミュニテイ活:動 私たちの活動をお互いに支え含い、広げてい<!

ト

ト

レ

第16条 【自主自立のコミュニテイ活動のための環境づくり】

第17条 【人材の育成支援】…………・活動の担い手を育成するため、
学習する機会や情報提供などの支援を行う

第 18条 【活 動 の 場 の 整 備 等 】 …… … 。活動拠点 として「市民活動支援センター・あいぱ一と」

などの機能の充実を図る

市民や企業からの寄付で支える

基金の創設など、資金等の支援

に努める

ボランティアによる

清掃活動の様子

総合計画の実施計画に基づいて、各事業の市民参画と

協働に関する取り組みを調査し、検証することを定めています:

第22条 【市民参画と協働の検証】

雑則

市民参画と協働を拡充推進していくため、関係する規則等や事業を体系的に運用し、

取り組むことを定めています。

第23条 【委任】

饂



熊薫市市民参画と協働の

推進条例

第1章 総爾

(目 的)

第1条  この条例は、熊本市自治基本条例 (平成21年条例

第37号 )第 31条の規定に基づき、本市における情報共

有を前提とした参画と協働を拡充推進するための基本

的な事項 を定め、もって住民自治の一層の推進を図る

ことを目的とする。

(定義)

第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。

(1)参画 施策の立案から実施及び評価までの過程

に主体的に参加することをいう。

(2)協働 同じ目的のために、それぞれが対等な立場

に立ち、役害]と 責任を担い、協力することをいう。

(3)市民 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 本市の区域内に住所を有する者

イ 本市の区域内に通勤 し、又は通学する者

ウ 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人

及び法人その他の団体

(4)市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事

委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委

員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

(5)パブリックコメン ト 市の計画、条例、規則、制度

等 (以下「計画等」という。)の素案、選択肢、論点等 (以

下「素案等」という。)を 施策の立案過程において広 く

公表 し、市民が多様な意見、情報、専門的知識等 (以下

「意見等」という。)を 提案 し、又は提供する機会を設

け、市民から提出された意見等を考慮 して計画等の

検討を行うとともに、検討結果についても広 く公表

する一連の手続をいう。

(6)審議会等 市政運営上一定の役害]を 担う組織化

された機関であって次に掲げるものをいう。

ア 地方自治法 (昭和 22年法律第67号 )第 138条

の4第 3項及び地方公営企業法 (昭和27年法律

第292号 )第 14条の規定に基づき、法律又は条

伊1の規定により設置された附属機関

イ 市政運営上の意見の聴取、交換、懇談等を行うた

め市長等が設置 した懇談会等

(7)ワ ークショップ 特定のテーマや課題に対応す

るため、具体的課題の抽出及び解決等について、集団

による共同作業や話合いを通 じて意見等の集約を図

る手法をいう。               `
(8)コ ミュニティ活nJl 地域又は共通の関心によっ

てつながった多様な組織及び集団が身近な課題を解

決するために行う活動をいう。

(9)地域コミュニティ活動 身近な地域の課題を解

決 していくとともに、社会 を多様に支え合 う自主的

で自立的な地域のコミュニティ活動をいう。

(10)市民公益活動 前号に規定する活動のほか、公

共の利益や社会貢献を目的として自主的に活動する

市民活動をいう。

(情報共有 )

第3条 市民及び市長等は、市民の参画 (以下「市民参画」

という。)と 協働 を拡充推進するため、情報共有に努め

るものとする。

2 市長等は、市政に関する正確でわかりやすい情報を迅

速に提供 し、これを市民が容易に得 られるよう努める

ものとする。

・                 |―

第9章  lli民参繭

(市民参画の拡充推進 )

第4条 市長等は、積極的に市民参画の機会を設け、市民

の意見等を施策へ反映するよう努めるものとする。

2 市民及び市長等は、信頼関係の下自らの役害1と 責任を

認識 し、積極的に市民参画に取 り組むよう努めるもの

とする。

(市民参画の対象 )

第5条 市長等は、次に掲げる事項を行おうとする場合は、

市民参画の機会を設けなければならない。

(1)市 の総合計画その他市の基本的な施策を定める

方針又は計画の策定又は変更

(2)市 民の権利義務、生活、事業活動等に重大な影響

を及ぼすような条例、規則等又は行政指導指針等の

制定又は改廃

(3)前 2号 に掲げるもののほか、一定の範囲で市民の

生活、事業活nJl等 に重大な影響を及ぼすような施策

に関する事項の策定又は変更

2 市長等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する場合は、市民参画の機会を設けないこ

とができる。

(1)軽易な変更等であるとき。

瘍



(2)法令の規定により施策の実施の基準が定められ

ており、当該基準に基づき行うとき。

(3)市税の賦課徴収その他金銭の徴収等に関するとき。

(4)組織、人事その他市長等の内部の事務処理に関す

るとき。

(5)施設、設備等の設置及び管理運営に関する条例、規

則等又は行政指導指針等の制定又は改廃を行うとき。

(6)緊急その他やむを得ない理由があるとき。

3 市長等は、前項第6号の規定により市民参画の機会を

設けなかった場合において、市民からその理由を求め

られたときは、当該市民に対 し、これを説明 しなければ

ならない。

4 市長等は、予算に関する事項その他の第1項各号に該

当 しない事項においても、市民参画の機会を設けるよ

う努めるものとする。

(市民参画のための手法 )

第6条 市民参画のための手法は、次に掲げるとおりとす

る。

(1)パ ブリックコメン ト

(2)審議会等

(3)ア ンケー ト

(4)説明会

(5)ワークショップ

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める手法

2 市長等は、より効果的で新たな市民参画のための手法

について必要な調査研究を行うよう努めるものとする。

(市民参画の実施 )

第7条 市長等は、前条第1項各号に掲げる市民参画のた

めの手法のうちから、事案の内容等に応 じ効果的なも

のを選定 し、これを適切な時期に実施するものとする。

2 市長等は、市民参画を実施 しようとするときは、次に

掲げる事項に留意するものとする。

(1)市民の多様な意見等を求めるため、特に必要があ

ると認められるときは、複数の手法を併用すること。

(2)特定の地域を対象とする施策については、対象とな

る地域に関わりのある市民が参画できるようにすること。

(公表)

第8条 市長等は、市民参画を実施するに当たっては、次

の各号のいずれかに掲げる方法により、あらかじめそ

の目的、実施時期その他必要と認める事項を公表 し、実

施後は、その結果について公表するものとする。

(1)市の窓口での閲覧

(2)市のホームページヘの掲載

(3)市の広報紙への掲載

(4)市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(5)前各号に掲げるもののほか、効果的に周知できる方法

(パブリックコメン トの対象)

第9条 市長等は、第5条第1項各号に掲げる事項のうち

広 く市民から意見等を求める必要がある事項について

市民参画を実施 しようとするときは、パブリックコメ

ントを含めて実施 しなければ
｀
ならない。

(パブリックコメン トの実施 )

第 10条 市長等は、パブリックコメン トを実施 しようと

するときは、対象とする計画等の素案等を公表 しなけ

ればならない。

2 市長等は、素案等を公表するときは、次に掲げる事項

を記載 した概要を付するよう努めなければならない。

(1)策定の趣旨、目的及び背景

(2)素案等の要点

(3)前 2号 に掲げるもののほか、市民が素案等を理解

するため市長等が必要と認める資料

3 市長等は、パブリックコメン トの実施により提出され

た意見等を考慮 して、対象となる計画等に関する決定

を行うものとする。

4 市長等は、前項の決定を行ったときは、提出された意

見等及びこれに対する市長等の考え方並びに修正 した

内容 (素案等を修正 した場合に限る。)を 公表 しなけれ

ばならない。ただし、提出された意見等が次の各号のい

ずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)賛否の結論のみを示 した意見

(2)対象とする計画等に合致 しない意見等

(3)パ ブリックコメン トの実施の際に指定 した手続

を経ないで提出された意見等

(4)熊本市情報公開条例 (平成 10年条例第33号 )第

7条各号に掲げる情報 (以下「不開示情報」という。)に

該当する意見等

5 市長等は、パブリックコメン トを実施 したにもかかわ

らず意見等の提出がなかった場合は、その旨を公表 し

なければ
｀
ならない。

(審議会等)

第 11条  市長等は、審議会等その他これに準ずるものの

構成員については、審議会等その他これに準ずるもの

の設置目的を踏まえ、市民の幅広い層から必要な人材

を選定するとともに、公募等により選定された者を積

極的に加えるよう努めなければならない。ただし、法令

の規定により構成員の構成が定められていることその

他の事由がある場合は、この限りでない。

2 市長等は、審議会等その他これに準ずるものの会議

(以下「会議」という。)を 開催する場合は、開催 日時、場

所等を公表 しなければならない。ただし、緊急に開催す

るときその他やむを得ない理由があるときは、公表 し

ないことができる。

3 会議は、公開しなけれは
｀
ならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)不開示情報を含む事項について審議等を行うとき。

(2)前号に掲げるもののほか、公にすることが適当で

ないと認められる事項について審議等を行うとき。

4 市長等は、会議が開催 されたときは、速やかに会議録

を公表するものとする。ただし、前項各号のいずれかに

該当するときは、この限りでない。

雹
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築惑:寧 辣蜆

(協働の取組の拡充推進 )

第 12条 市民及び市長等は、それぞれの特性や立場を理

解 した上で、対等な立場で相互に補完 し、協働の取組を

拡充推進するよう努めるものとする。

2 協働の取組を行うに当たって、市民及び市長等は、事

業ごとの目的及び目標 を共有 し、事業の協力や協定の

締結等の多様な形態のうち、効果的なものにより行う

ものとする。

(協働における市民の役害1)

第 13条 協働の取組を行うに当たって、市民は、社会と

の調和に努め、活動の充実に取り組むとともに、必要に

応 じ市長等及び他の市民と連携 し、協力するよう努め

るものとする。

2 市民は、自主性及び自立性をもって協働の取組を推進

するとともに、その取組が広 く市民に理解 されるよう

努めるものとする。

(協働における市長等の役害1)

第 14条 市長等は、市民の自主性及び自立性を尊重 しな

がら、必要に応 じ協働が円滑に進むための環境づくり

に努めるものとする。

(協働のための提案 )

第 15条  市長等は、市民及び市長等が協働の取組を相互

に提案するために必要な制度を整備するよう努めるも

のとする。

鶴理[撃 麟蔦ユニテイ減贔

(自 主自立のコミュニテイ活動のための環境づくり)

第 16条 市民及び市長等は、市民が地域コミュニテイ活

動及び市民公益活動 (以下「地域コミュニテイ活動等」

とぃう。)を 継続 して行うための環境づくりに努めなけ

ればならない。

(人材の育成支援 )

第 17条 市長等は、地域コミュニテイ活動等に関 して市

民が広 く学べる機会を設けることその他地域コミュニ

ティ活動等を担う人材の育成に必要な環境づくりに努

めるものとする。

(活動の場の整備等)

第 18条 市長等は、地域コミュニテイ活動等を支援する

ための拠点を整備するとともに、身近な公共施設等を

活用 し、地域コミュニテイ活動等の場の提供に努める

ものとする。

2 市長等は、地域コミュニテイ活動等の場として民間の

施設等を活用できるよう広報及び啓発に努めるものと

する。

(活動資金等の支援 )

第 19条  市長等は、地域コミュニテイ活動等の自立性を

妨げない範囲内でその活動に要する資金の助成その他

財政的支援に努めるものとする。

(施策の総合的な実施 )

第20条  市長等は、地域コミュニテイ活動等の推進に関

する施策を総合的に実施するよう努めるものとする。

(合意形成)

第21条 市民及び市長等は、それぞれの区の区域及び

小学校区等の身近な地域並びに環境保全、福社の増進

等の特定の分野における課題の解決に向けて円滑な合

意の形成ができるよう取り組むものとする。

2 市は、それぞれの区の区域における課題の解決に向

けた合意の形成ができるよう、必要に応 じ、協議の場

を設けるものとする。

3 前項に規定するもののほか、市長等は、第 1項に規

定する合意の形成の過程において必要な支援に努める

ものとする。

■            _. ._..___―‐――・―|‐‐‐‐‐‐‐●‐‐‐■■■■‐■●■■■●■■■■■■|■■●■■■■

導懸:孝 鞭翼警繭な鰺漑綺検譲

第22条 市長等は、市民参画と協働の取組に関 し進行状

況の管理を行うとともに、当該取組の結果を毎年度第8

条の規定に準じて公表するものとする。

2 市長等は、市民参画と協働の取組を検証 し、その結果

を第8条の規定に準じて公表するものとする。

篠恣:学 雑摯

(委任 )

第23条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行

に関 し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則         `
(施行期日)

1 この条例は、平成23年 4月 1日 から施行する。

(見直し)

2 市長は、この条薇1の 施行後 1年 を目途として、この条

例の規定について見直 しを行い、適切な措置を講ずる

ものとする。

附寸  貝」

この条例は、平成24年 4月 1日 から施行する。

倅



饒    

『参画』や『協働』つてなぜ必要なの ?

熊本市の市政やまちづくりは 1ヽ熊本市12‐関わるみんなが関心を持つ

ことが大事なんだ:参画や協働の機会が増えると みヽんなの意見や、

提案が生かされたまちづ<りが進心んだよ:|‐ |‐ ‐   ■

熊薫市の『 市民参画と協働のII進条例』の

特徴つてどんなことかしら。

①より効果的で新.たな市民参画の1手法を研究して実施する。

Q協勲のための場寒11度を警備すぅ。       |
③コミュニティ活動の支援策として(活動資金等を支援する

||      |‐ |■   ‐|■  ■などを盛り込んだことだよ。

この条911に基づいて、

市民一人ひとりができることつ
~Cあ

るのかな?

これまでも、説明会や意見募集などを実施してきたけれど、実はあまり

多<の方 |こ |ま参画してもらえてしヽなかっ.たんだよテllkは 、もつこ多<の
みなさんに参画してもらえるように努力.し なければならないけれど、

市民のみなさんも、参画の機会12は積極的に参画してほしいなあ !

賣2:当
条例ができるとどうなるんだい?

上に意見や提案を出しやす<なったりt地域のた

うヽて熊本市が抱えるさまざまな課題を解決する

う身近なところで広がってい<よ。

眸



◆『熊本市市‐民参画‐と―協働の1攀準条夕|コについて出1前1講座|を実1施します:■ |‐‐
・ ‐   ■ ‐ ‐ ■‐ ‐| |■ |||||||・ |||||||||||‐ |‐ | ‐ ‐ ― | ■■

皆さんがお住まぃめ地域や1職場などで
―
、F市民参酉と協働の推準冬例』ltこ の条例を策定

する根拠となった『白治基本条例』にういて説明しま―す。||‐
‐| ‐||‐ | ‐■‐■‐|‐ |  |  ‐

熊本市内た鳥1桂ましヽが:通勤1違学しそt'る方■あ団体|グル|‐プ(※概ねJb入以上).でお串

導尋::|||=二島鳳:.11‐よ11■ |‐|
「市民清動支援ヤンタ|・

・あ|ヽ 1=||と |は,す|,1青 ||～||14様|1今|||を確‐
準tそ ||

俺話)0'6‐366-0163‐ |(FA文)09613``1383011‐|__   ‐ ‐   _‐   ‐

‡市民参繭と協機の推進条9』、出競講座に関するお問合せ暑

〒869-8604態本書申美雛季取本翼J:機 ]号

瑕電話 :000-328-2036 %「 AX:986-304-懸 900 鰈電子メール :s幅 齢inkyoudouQc:ξ y.たuFrla moto,Ig,jp

寵ホームベージ市民鶴機のひろばりRL:

塾競貯ザ/WllVW.City,k韻 錢 a ttoto,資 む難 attoto.jp/COnte籟 ザ 爾 eb/kyottdoじ /defa撥 lt,esp


